
「おたすけＡＥＤ事業」の概要について

１ 目的 

市民が事故や急病で心臓が停止する状態になった場合（以下「救急事故」という。）

に、救急車が到着するまでの間、消防指令センターからの要請により、事業所が所

有又は管理している自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を貸出すなど、

事業所の協力によって市民を救命できる体制を構築し、安全で安心なまちづくりを

推進します。

２ 協力事業所 

  救急事故のとき、ＡＥＤの貸出しを行うなどの協力の意向があり、事業所の名称、

所在地及び電話番号等の情報を消防通信指令システムに登録している事業所としま

す。

３ 協力要領 

  救急事故のとき、次の（１）又は（１）及び（２）のとおり、ＡＥＤを救命活動

に使用します。

（１）消防指令センターからの要請により、救急事故の関係者又は協力者等に対して、

事業所のＡＥＤの貸出しを行っていただきます。

（２）消防指令センターからの要請により、事業所の従業員がＡＥＤを救急事故現場

に持参し、可能なときはＡＥＤの操作を行っていただきます。

４ 協力範囲  

 救急事故現場から、概ね半径５０メートルの範囲を目安として、協力を要請しま

す。

５ ＡＥＤの補償等 

（１）消防指令センターの要請によって、市民にＡＥＤの貸出し等を行ったことによ

り故障又は破損、若しくはパッドが消耗したときは、ＡＥＤの補償は消防局が行

います。

（２）ＡＥＤの補償等の内容は、当該ＡＥＤが故障又は破損したときの修理、若しく

は使用したパッドの交換とします。

（３）上記の補償等が必要なときは、消防局救急課までご連絡ください。 

６ お問合せ先 

北九州市消防局救急課 ５８２－３８２０ 
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